
 

「高校生 eモニター」の開設について 

 

e モニター制度とは、令和５年度より開始した広聴制度であり、市民の意見をより一層市政へ反

映させるため、既存の広聴ツールだけでなく、幅広い施策に対して登録制の e モニターを対象にア

ンケートを実施しています。 

令和８年度からは新たに高校生を対象とした eモニター制度を開設し、幅広い分野の市政に関心

を持っていいただくとともに、従来の制度では聞くことのできない若い世代（高校生）の意見を施

策に反映してまいります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

１．概要 

 

２．応募期間  令和８年２月２日（月）～３月１３日（金） 

 

３．応募方法  市ホームページの申込フォームからお申し込みください 

 

４．その他   ・詳細や令和７年度実施アンケート内容は、市ホームページをご確認ください 

        ・本事業は令和８年度新年度予算の議決をもって実施します 

 一般 eモニター 高校生 e モニター 

実施回数 年間１２回実施予定 年間６回実施予定 

応募資格 市内在住の満１８歳以上の方 

（半田市職員でない方） 

市内在住、在学の高校生 

※本人が使用できる電子メールアドレスがある方 

募集人員 ３００名（応募多数の場合は抽選） １００名（応募多数の場合は抽選） 

謝礼 クオカード１，０００円分 クオカード５００円分 

※任期期間内の全てのアンケートで有効な回答をしていただいた方に提供。 

活動内容  市政に関する各種アンケート調査（１０問程度）に対し、インターネットを利用 

して回答していただきます。 

任期 登録日～令和９年３月３１日 

ＬｏＧｏ 

フォーム 

市民 登録者の 

情報管理 

庁内 

アンケート等回答 

回答結果送信 

アンケート等依頼 通知 

e モニター登録 

幹 部 会 議 資 料  
令和８年１月６日 

企画部市民協働課 

（市ホームページ） 
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